
１　呉市内部統制体制整備推進本部

内部統制体制整備への取組について

《本部体制》

■呉市内部統制体制整備推進本部【ワーキング・グループ】

■呉市内部統制体制整備推進本部【幹事会】

内部統制の導入に関して，全庁的に協議して検討していくため，呉市内部統制体制整備推進本

部（以下「推進本部」といいます。）を設置し，体制整備の検討を進めていきます。

副市長を本部長とする本部会議の下，本部を補佐する幹事会，ワーキング・グループで組織し

ます。

資料３－１

幹事

総務課長，人事課長，企画課長(兼)復興担当課長，

情報統計課長，財政課長，管財課，契約課長，

地域協働課長，文化振興課長，福祉保健課長，環境政策課長，

教育総務課長，上下水道総務課長，消防総務課長

商工振興課長，都市計画課長，土木総務課長，会計課長，

区分 構成

会長 総務部副部長（行政改革課担当）

副会長 行政改革課長

グループ員
総務課，人事課，行政改革課，情報統計課，

財政課，管財課，契約課，会計課の担当ＧＬ等

区分 構成

リーダー 行政改革課長

■呉市内部統制体制整備推進本部【本部会議】

上下水道事業管理者，教育長，消防長，理事(兼)総務部長，

理事(兼)都市部長，企画部長(兼)復興総室長，財務部長，

市民部長，文化スポーツ部長，福祉保健部長，環境部長，

産業部長，土木部長，会計管理者

本部員

区分 構成

本部長

副本部長

副市長（第１副市長）

副市長（第２副市長）

基本方針や執行体制等の意思決定の役割を担います。

検討における情報共有や進捗管理等，庁内調整の中心的役割を担います。

制度の詳細な検討，他都市の事例研究等

事務局：行政改革課 オブザーバー：監査事務局
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２　令和３年度の取組内容

内部統制運用方法・執行体制の検討

リスク評価・対応策を基に運用方法の検討

運用を行うための執行体制の整備

内部統制基本方針案の検討・決定

内部統制基本方針の決定 リスク設定・対応策の決定運用方法・執行体制の決定

事例の整理

●監査での指摘事項等

H27～H30年度：３３６件

●重大な事務ミス事案等

H15～R2年度：３４件
●事務ミス以外の処分事案等

H12～R2年度：５２件

事務等におけるリスクの抽出

（例）

・収入調定額の算定誤り，現金の紛失等

・支出額の算定誤り，給与の誤支給

・契約書の記載誤り，契約内容の不遵守・・・など

リスク発生の要因の整理

（例）

・法令遵守意識の欠如，知識・能力不足等

・不適切な事務引き継ぎ，マニュアルの未整備

・チェック体制の不備，進捗管理の不備・・・など

内部統制の対象とすべきリスク分析・対応策の検討

リスクの分析結果を基に類型化

整理したリスクの設定

類型化したものを基にリスク一覧として整理

リスクの影響の評価・対応策の整備

他都市等の事例研究

呉市包括外部監査結果報告（R元

～R3内部統制をテーマで実施）

《参考》

資料３－２監査指摘事項等を参照

年度 テーマ名

R元

内部統制の整備状況及
び運用状況（全庁的な
体制及び業務レベル
（歳入）のリスク対
策）

R２

内部統制の整備状況及
び運用状況（全庁的な
体制･･･リスクの評価と
対応，統制活動，情報
と伝達及びＩＣＴへの
対応・業務レベル（歳
出）のリスク対策）

R３
（予定）

内部統制の整備状況及
び運用状況（全庁的な
体制･･･モニタリング総
まとめ・業務レベル
（固定資産管理）のリ
スク対策）
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内部統制執行体制 ※詳細は推進本部で決定予定

内部統制最高責任者：市長

検討指示・報告

推進責任者：各部長

構成：各部庶務担当課長

内部統制推進部局

各課（各課の責任者：課長）

リスク評価シートの作成・確認・対応策の整備等

評価責任者：総務部長

（行政改革課）

●独立的評価の実施

●評価報告書の作成等

内部統制評価部局

監査委員

・内部統制

評価報告

書の審査

市議会

市民

モニタリング

報告

評価指示・報告

審査意見

監査委員の審査

意見を付した評価

報告書の提出

評価報告書

の公表

【内部統制制度導入後の事務の流れ】

令
和
５
年
度

総括責任者：副市長

評価報告書提出

見直し改善，リスクの監視，再評価の実施

評価

令
和
４
年
度

１ 内部統制制度に基づく事務執行（「内部統制基本方針」に基づく適正な事務執行）

各課においてリスク・対応策を踏まえた業務執行

業務執行における各課での自主点検・自己評価

各課での自主点検・自己評価に対する内部統制評価部局による内部統制の整備及び

運用状況の評価の実施

内部統制評価部局は，評価後に内部統制評価報告書を作成し，監査委員へ提出

監査委員は内部統制評価報告書を審査し，評価が評価手続きに沿って適切に実施さ

れたか，把握された不備に対する評価結果が適切な判断に基づいているかとの観点から

意見を付与

２ 内部統制評価報告書の作成・監査委員による内部統制評価報告書の審査，意見の付与

３ 内部統制評価報告書の議会への提出，公表（９月定例会を想定）

監査委員の意見が付された内部統制評価報告書を議会へ提出，公表

３ 令和４年度以降の実施イメージ
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